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令和３年１２月９日 

 

福津市議会 

議長  江 上 隆 行 様 

 

総務文教委員会 

委員長 蒲 生  守 

 

総務文教委員会審査報告書 

 

令和３年第５回福津市議会定例会において、本委員会に付託を受けておりました事件につ

いての審査結果を、会議規則第１１０条の規定により次のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１．審査経過 

付託年月日   令和３年１１月２４日 

審査年月日   令和３年１２月 ３日 

 

２．出 席 者 

委 員  蒲生委員長、秦副委員長、福井委員、田中委員、榎本委員、米山委員 

 

執行部  本夛総務部長、水上教育部長、香田理事、石井まちづくり推進室長、芹野

契約管財課長、赤間郷育推進課長、向井郷づくり支援係長、高山スポーツ

文化振興係長、高八重郷育推進課主任 

 

◎議案第４６号 宮司コミュニティセンターの指定管理者を指定することについて 

（１）審査内容 

主な質疑及び答弁 

なし 

 

（２）主な意見 

なし 

 

（３）審査結果 

本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 



2 

 

◎議案第４７号 福津市複合文化センターの指定管理者を指定することについて 

（１）審査内容 

主な質疑及び答弁 

（質疑）指定管理を請け負う会社が市外だが、連絡等の問題はないか。 

（答弁）これまでの４年間の指定管理実績もあり、対応可能と考えている。 

（質疑）選定委員はどのような人物か。 

（答弁）所管の部長を含む有識者６名で選定している。 

（質疑）市としては複合文化センターを今後どのようにしていきたいと考えているのか。 

（答弁）地域に根差した施設であってほしいと考え公募条件を提示していた。審査結果を

見ると、選定された事業者は地域住民および地域団体の共働による事業展開や、施

設の効果的な活用等の項目で点数が他よりも高く、市が求める運営にマッチングし

ていると考えている。 

 

（２）主な意見 

なし 

 

（３）審査結果 

本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 


